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東海道～山陽～九州新幹線における多目的室の案内掲示の変遷 

（車両の就役の古い順に掲載） 

 

 

 

 

０系の多目的室の外観。 

２００７年１１月１０日（土曜日） 

「こだま６３１号」で撮影。 

（ＪＲ西日本Ｒ６７編成） 

窓ガラスに車いすマークの 

ステッカーが貼ってあるだけで 

それ以外の説明文は何も無い。 
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１００系の多目的室の案内掲示。 

２０１１年１月３日（月曜日）の「こだま７４３号」（ＪＲ西日本Ｋ６０編成）で撮影。 

国鉄時代に新製された当時の表記がそのまま生き残っていた。 
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５００系の多目的室の案内掲示。 

２０１５年２月２２日（日曜日）の「こだま７３０号」（ＪＲ西日本のＶ２編成）で撮影。 

「この部屋は授乳、おむつ交換、着替えやお客様の体調が思わしくないときなどに 

ご利用できます。」と書かれている。 

車いすのアイコンも車いすの人の利用についての文言も無いという、 

今となっては異例の表記。 

３００系にもこれと同じ物が掲出されていた。 

（２０１１年１月３日（月曜日）の「ひかり５０１号」（ＪＲ西日本Ｆ７編成）で撮影） 
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７００系の多目的室の案内掲示。 

２００７年９月２４日（月曜日、秋分の日の振替休日）の 

「のぞみ６１号」（ＪＲ東海のＣ２６編成）で撮影。 

「おからだの不自由な方、授乳やお客様の体調が思わしくないときにご利用できます。」

と書かれている。 

つまり当時のＪＲ東海は、乳児連れの母親や体調不良者を 

車いすの人と対等に扱っていたことがわかる。 
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Ｎ７００系の多目的室の案内掲示。 

２０２０年８月５日（水曜日）の「のぞみ１号」（ＪＲ東海のＸ４８編成）で撮影。 

この頃からＪＲ東海は、授乳や体調不良者の休憩などでの利用を、 

お体の不自由な方（≒車いすの人）の利用が無いときだけに 

制限するようになったことがわかる。 

このことはＪＲ東海が、乳児連れの母親や体調不良者について、 

車いすの人と対等に扱うのをやめたことを意味している。 

Ｎ７００Ａにもこれと同じ物が掲出されている。 

（２０１９年６月８日（土曜日）の「ひかり４８１号」（ＪＲ東海Ｇ２４編成）で撮影） 
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Ｎ７００Ｓの案内掲示。 

２０２１年６月１日（火曜日）の 

「ひかり６６８号」で撮影。 

（ＪＲ東海のＪ１５編成） 

医療設備であることを示す 

白十字マークが 

体調不良者のための設備でも 

あることをアピールしている。 

 

 
上の写真から案内掲示文の部分を拡大した物。 

前ページのＮ７００系の場合と同様、車いすの人が在室しているときには 

授乳や体調不良者の休憩などでの利用ができないことを示している。 

またＮ７００Ｓでは大半の編成で車いすスペースを設置しているにもかかわらず、 

なぜ多目的室をお身体の不自由な方（≒車いすの人）優先とする必要があるのか、 

お身体の不自由な方が在室中には体調不良者や乳児連れの母親はどうすればよいのかを 

この案内掲示では何も説明していない。 
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Ｎ７００Ｓの１５号車の業務用室の案内掲示。 

２０２１年８月５日（木曜日）に「こだま７０３号」（ＪＲ東海のＪ６編成）で撮影。 

ここはテロ対策としての防犯用具や医療用備品などの倉庫であり、 

つまり今日のＪＲ東海は物置を授乳室兼用としていることがわかる。 

３号車にもまったく同じ業務用室と案内掲示がある。 
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西九州新幹線のＮ７００Ｓの 

案内掲示。 

２０２５年１０月８日（水曜日）の 

「かもめ５６号」で撮影。 

（Ｙ４編成） 

 

 
上の写真の案内文の拡大写真。 

文面はＪＲ東海のＮ７００Ｓの物とほぼ同じ。 

つまりＪＲ九州もＪＲ東海やＪＲ西日本と同様、 

Ｎ７００Ｓでは指定席扱いの車いすスペースを別に設置しているにもかかわらず、 

授乳や体調不良者の休憩などでの利用を 

お体の不自由な方（≒車いすの人）がいないときだけに制限していることがわかる。 

なお西九州新幹線のＮ７００Ｓには授乳室兼用の業務用室は無い。 

部分開業の今はともかく、全線開業後の新大阪直通運転ではどうするつもりなのか。 

以上 


